
厚生労働省所管の統計調査に係る民間開放の経緯等について   



規制改革・民間開放推進3か年計画（再改定）（抄）  

（平成18年3月31日閣議決定）  

Ⅱ17年度重点計画事項  

（横断的制度整備等）  

1市場化テストの速やかな本格的導入  

（2）「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（公共サービス改革法）」に基づく市場   

化テストの速やかな本格的導入等   

③ 統計調査関連業務  

統計調査関連業務については、「規制改革・民間開放推進3か年計画（改定）」において、  

「統計調査の実地調査、集計等の事務については、民間に対し統計調査員と同程度の守秘義  

務を法律上又は契約上課し、統計調査について複数の民間に委託するような場合に受託者間  

で調査のレベルに差が出ないよう調査方法等のマニュアルの整備を図ること等により、統計  

の質の維持・向上を図りつつ、原則として民間開放を推進すべきである」旨が閣議決定され  
ており、これを着実かつ速やかに実施する。（Ⅲ市場イ②）  

上記3か年計画に基づき、平成18年度において、企業を対象とする小規模な統計調査（「科  

学技術研究調査」及び「個人企業経済調査」（いずれも指定統計調査））について試験調査等  

を実施する。（Ⅲ市場イ②a）  

指定統計調査を対象とする市場化テスト・民間開放の検討に当たっては、実査の主体  

（国・地方公共団体／民間事業者）や調査方法（調査員調査／郵送・インターネット調査）  

の違いによって結果精度等にどのような影響があるか等をあらかじめ具体的に検証すること  

が有益であり、上記試験調査等は、このような結果精度等への影響の比較・分析等により、  

指定統計調査全般に関し、企画を除く調査の実施にかかわる業務を民間に包括的に委託する  

こと（民間開放という。）に関して、どのような弊害が生じ得るか、それに対しどのような防  

止措置を講ずればよいかについて検討し結論を得ることを目的とする。  

総務省は、試験調査等の実施に当たっては、企画・制度設計の段階から、調査結果の検  

証・評価に至るまで、規制改革・民間開放推進会議と密接に連携を図りつつ、これを進める。  

（Ⅲ市場イ②b）  

統計の正確性・信頼性の確保、報告者の秘密保護を前提として、上記2つの指定統計調査  

については、試験調査等の結果を踏まえ、遅くとも平成19年度までに市場化テスト・民間開  

放を実施する。（Ⅲ市場イ②c）  

また、関係府省は、その他の指定統計調査について、上記の試験調査等の結果を活用しな  

がら、市場化テスト・民間開放の実施に向けた取組を速やかに推進する。  

その 一環として、総務省は、同省所管の上記の2指定統計調査以外の全ての指定統計調査  

について、平成19年度までに（平成19年度に指定統計調査が実施されないものについては、  

平成19年度以降で調査時期が到来次第順次）市場化テスト・民間開放を実施するため、規制  

改革・民間開放推進会議との連携の下、遅くとも平成18年度前半までに、そのための計画を  

策定する。（Ⅲ市場イ②d）また、総務省は、他府省所管の指定統計調査等に係る市場化テス  

ト・民間開放を促すため、ガイドラインの改定等所要の措置を速やかに講ずる。（Ⅲ市場イ②  

e）  

また、独立行政法人統計センターの業務については、業務の種類、性格、専門性等を勘案  

しつつ、業務運営の 一層の効率化の観点から、市場化テスト・民間開放の実施に向けて、平  

成18年度前半を目途に必要な方策を検討し結論を得る。（Ⅲ市場イ②f）   
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「公共サービス改革基本方針」は、①公共サービスの故事に開する政府の取組みの共通の指針、及び  

④廃止や官民爛争入札、民蘭蠣争入札に闘する対象■業尊を定めるもの   
t初の基本方針を平成18年9月5日に閣暮決定。対虫暮♯の追加尊のための基本方針の改定を同  

年12月22日に閣暮決定  
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○公共サービスの不断の見暮し、rの維持向上・経書の削減  

○公共サービスの井の■保、事業の適正な実損  

○地方公共団体が実施する官民競争入札・民蘭競争入札  

○入札の対象となった公共サービスについて、実脚間後の臭旛のあり方に関する評書  

○官民競争入札尊監理垂員会（公正中立な立■で、脚的脚な暮暮を実旛）  

○公務員の処遇  
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公共サービスの質の維持向上と  ヱ  ヽ   

‰．恥  
：・黒字は平成18年9月5日間議決走  
者字は平成18年12月22日閣議決定による対象事業の追加等  経費削減を  

－一 ーーノ  
、一一－・ヽ■一－ノ  
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総務省所tの指定榊†¶査ぐ科学技術研究覇王鞘）  
岬 t㌔ 各府雀の指定統計市査等  巨績†十椚査業務・  

の民間開放に向けた横討  
ご，登記聞達箕掛‥登記事項這明草の交付、登記簿の開業等の事務、不動産登記法等の特例を措匡  
3．国民年金保険料収納事＃…法33桑で国鳥年金法尊の棚を楕t  
4．ハローワーク関連書♯（「人材銀行」■糞、「キャリア交濱プラザ」事業、求人晰事＃）   
…法32条で書業安走法の特例を播暮  

5．独立行政法人の業務  
・（独）t用能力糟発蠣爛  

・‥アビリティガーデン、私のしごとヰ  
…♯業能力聞落促進センタ【が行う在職者那組暮に必要性の認められるもの以鞘ま廃止  

・し独）国際交流基金・・・Eヨ本譜研修事業、文化交流事業等  
・絹針日東学生支援機樹‥真宗国際交流館げ予ザ平成）、国際交流会館溜学生の宿泊施設）  

の運営・サ理業務等  
．偲）国立大学財務・権官センタ岬‥ヰヤンパス・イ八州ソヨンセンターの憫運営業務  

について廃止  

・瀾ノ什報処理推進機様々・・情報処理技術者賦♯事＃の賦鹸実施業務等  

ホ，窓口関連業務   
…手ヰ証明関係、旅券関係、国民健康保阻介轢保険   

（劫戸暮■本尊の交付の書求の受付・引きましは、嶋方公共団附○鰐であり、又、既に法相（法  
別条）を設けていることから、基本方針には記載せれていない  

7．讃収開連業務   

…国展♯康保険料尊の納付の促進等  

公共サービスの   

軽霊の削減  

内閣府 公共サービス改革推進室  
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【¶い合わせ先】  

内■府公共サービス故事蜘婁  
〒100－00叫 蜘千代田区永田町卜什－3，永田町合同庁書1離  
■鱈 03－5卯1－1㌫柏（平日10：00～1ヱ：0013：00ー17：叩）  

民間事業者、地方公共団体等の要望等  法律条文、公共サービス改革基本方針等は下書己の  
内閣府のホームページで公開   

lh＝ ・．・1、＼・廿∴川  l巨瑚巨一けJ r川半   

′l；■■．－ ｝ヽ  ■■‾■■‾■■■■■■－「■ ▼ ■ ▼▼ ‾ ‾  ■▼▼     ■   、 

を超まえ、基本方針の改定により、公準サービスを不断に見直し、対象事業を逐次  
拡大その乳癌要に応じて、「法令の特例」を追加  

平声丈▼i揖皐1ユヨニ   
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「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（公共サービス改革法）」  
‾‾‖…‖‾‾‖…‾‾‾ 

I l  

lO公共サービスについて、「官」と「民」が、㌻r等な工場て領事i  

ノー、干しノに参加し、書・価格の両血て靂も優れた者が、そのサービ  

：スの提供を担う仕組み  

：○米臥英国、豪州等で既に実施  
l                                                               臼  

法 律 の 趣 旨・理 念  

「簡素で効率的な政府」を実現する観点から  

′「民間にできることは民間に」という構造改革を具体化  

′公共サービスによる利益を享受する国民の立場に立って∴公共サービスの不断の見直しを行い、   

「競争の導入による公共サービスの改革」を推進  

′具体的には、官民競争入札・民間競争入札を活用し、公共サービスの実施について、民間事業者の   
創意工夫を適切に反映させることにより、国民のため、より良質かつ低廉な公共サ鵬ビスを実現   

（他方で、不要な公共サービスは廃止する）  

＜地方公共団体の官民競争入札等＞   

国は、地方公共団体の要望を踏まえ、「基本方  

針」において、民間事業者の参入を可能とする等  

の「法令の特例」を定めることなど、地方公共団  

体の取組を可能とする環境整備を図る  

※ 地方公共団体ガ曹長朋津入札・民Ⅶ競争入札を実施  

するか否かは各地方公共団体の自主的な判断。  

法 律 の 概 要  

＜民間事業者の適正かつ確実な実施を確保＞  
民が落札した堵  

○確保すべき公共サービスの質（要求水準）を  

「実施要項」で明確化  

こ）法律で入札参加資格について明記  

1：⊃守秘義務やみなし公務員規定  

○事業者の監督（報告徴収、立入検査、必要な措置  

創意工夫を発拝し、  

事業実施  
⊂⊃  

嘩♂  実
施
期
間
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をとるべきことの指示）  

l■‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾騨＝辺 
己  

lく人の移動を円滑†とするための擢t＞  ヨ  

10民間事業者が落札した場合の国家公務員の処ヨ  

：遇は、配t転換と新規採用の柵が基本 冨  
lO民間事業者との間で人の移動を円滑化するた巳  

t  め、公務員が退職し落札事業者に雇用されて公6  

共サービスに従事した後、公務に復帰した場  

一  合、遺書手当の井定について、国家公務員と錮  

しての在♯期Wを通算する旨を規定   

一 ■ ■ ■ ll■ ■ ■ －  － ■ llllll■ ■ lll■■ －1■ ■ ■ ■ ■－ ■止；   

直弼紺囁旬  
雪が効率化努力の上  

で引き続き事業実施  
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． 「官民競争入札等監理委員会」億員長：落合誠一東京大学教授）がプロセスの透明性・中立性・公正性を確保  
→－公共サービス改革基本方針」「官民競争入札実施要項」の書議等  

■＝＝＝＝＝…－■t－■■■■■■■■■  



統計部会の設置について  

平 成18 年 9 月1日  
官民競争入札等監理委員会決定  

1 設置の趣旨   

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成18年法律第51号）  

の規定により官民競争入札等監理委員会の権限に属させられた事項のうち、統  

計調査関連業務に関する検討を行うため、官民競争入札等監理委員会令（平成  

18年政令第229号）第1条の規定に基づき、統計部会を設置する。  

2 構成  

別紙のとおリ  

3 設置期間  

統計部会の設置期間は、平成19年3月末までとする。   



統計部会構成員  

きいとうあつし  

斉藤 惇   株式会社産業再生機構代表取締役社長  部会長  

おばたじゅんこ  

部会長代理 小幡 純子 上智大学大学院法学研究科教授  

いんどうまみ  

専門委員  引頭 麻実 大和証券SMB⊂株式会社事業調査部長  

シニアコーポレートアナリスト  

ささきともこ  

佐々木朋子 大阪府行政改革室IT推進課参事  

たかはしけんじ  

高橋 健治 株式会社東レ経営研究所常務理事  

特別上席エコノミスト  

つばきひろえ  

椿 広計  筑波大学大学院ビジネス科学研究科教授  

ひろまったけし  

廣松 毅   東京大学大学院総合文化研究科・教養学部教授  

（敬称略、専門委昌は50音順）   



監理委員会の体制・  （H19．4．1以降）  

監理委員会．  

／
 
 

地方公共サービス部会   

部会長、部会長代理  

専門委員  

入札監理小委  

主査、副主査   
専門委員  
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公共サービス改革小委  

実施要項の審議   ／ ヽ  

施等   

＝  主査、副主査 ： － ■   苗閃禾昌  ：  

′  

； ハローワーク  

等分科会  

l  

： 主査、副主査  
専門委員  

／  

l  

‡徴収分科会  

統計調査   

分科会  

主査、副主査  

専門要員  
＝  

I l  

ノ   ヽ  
専門委員  

■■ 一 一 －■ － － － －－ 一 一 一 一▼ 一－－ ●●・■  

■■ －■ ■－－ －－ － － － － 一－ ■ ■ ■ ■   

＼′  

＝  公物管理  

1 I 

分科会   

：： 主査、副主査  

／   ヽ  専門委鼻  
－■一■－一一一－■－－－－－－・－－・一一  

公共サービス改革法の対象  

とする調査の選定  

公共サービス改革法に基づく   

実績評価の検討  等  

主査、副主査  

専門委員  
l  

ヽ  
－．－一一－－－－一■一－－－－－－一一  



統計調査分科会構成員  

さいとうあつし  

斉藤 惇   株式会社産業再生機構元代表取締役社長  主査  

いんどうまみ  

専門委員  引頭 麻実 大和証券SMBC株式会社事業調査部長  

シニアコーポレートアナリスト  

ささきともこ  

佐々木朋子 大阪府行政改革室IT推進課参事  

たかはしけんじ  

高橋 健治 株式会社東レ経営研究所常務理事  

特別上席エコノミスト  

つばきひろえ  

椿 広計  筑波大学大学院ビジネス科学研究科教授  

ひろまったけし  

唐松 毅   東京大学大学院総合文化研究科・教養学部教授  

（敬称略、専門委員は50音順）  
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官民競争入札等監理委員会の委員・専門委員について（平成19年10月26日現在）  

【地方公共サービス部会（窓口業務を含む）】  

氏   名   現  職   

部会長  L】／J」 本田勝彦   日本たばこ産業株式会社取締役相談役   

委員  モ亨たへIl 森貞述   愛知県高浜市長   

委員  ∫しrT）十ん∴．て 吉野源太郎   社団法人日本経済研究センター客員研究員   

専門委員  1かト［けき 石川敏行   中央大学法科大学院教授   

【公共サービス改革小委員会 徴収分科会】  

氏   名  現  職   

主査  た．岩：さたこて汗 森貞述   愛知県高浜市長   

副主査  ほん／こ わ、つひこ 本田勝彦   日本たばこ産業株式会社取締役相談役   

専門委員  二早ま 亨 た 小山紀久朗   税理士   

専門委員  たわ、（1け 一橋大学大学院法学研究科教授   

い／dさ丁  口、つりこ 稲澤 克祐  に     よしUう 新都 義博  

専門委員  関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授  専門委員  東京都主税局徴収部徴収指導課専門別参事  

専門委員  高崎経済大学地域政策学部地域政策学科准教授  【公共サービス改革小委員会 統計調査分科会】  

氏   名   現  職   

主査  

専門委員  、、∧とうまJI 引頭麻美 ㈱大和総研 コンサルティング本部 副本部長   

専門委員  二てき 二たこ 佐々木朋子   
大阪府総務部行政改革室汀推進課参事   

専門委員  たかく三し  十んL   
株式会社東レ経営研究所常務理事  
特別上席エコノミスト   

専門委員  つけ亨√二ノらて 椿広計   
筑波大学大学院ビジネス科学研究科教授   

専門委員  こ†うまつrこ川 廣松毅   東京大学大学院総合文化研究科・教養学部教授   

【入札監理小委員会 ※小委昌会は基本的に全委員により構成】  

氏   名   現  職   

主査  しに†ノ／け、 樫谷隆夫   公認会計士   

副主査  ．乙ユーL【1 小林麻理   早稲田大学大学院公共経営研究科教授   

副主査  f 、L： 濾連恵理子   弁護士   

専門委員  f、亨 十   
ボストンコンサルティンググループ  
ヴアイス・プレジデント＿ディレクター   

専門委員   ㌧〃∵ 瞳藤長英   西村あさひ法律事務所弁護士   

【公共サービス改革小委員会 ハローワーク分科会】  【公共サービス改革小委員会 公物管理分科会】  

氏   名   現  職   

主査  J・、モニあトトい㌻ 落合誠二   中央大学法科大学院教授   

副主査  ト．′▲ ㌧t＝ 達見直人   日本労働組合総連合会副事務局長   
｝子†「り丁二E、字  

専門委員   小澤一雅   東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻教授   

専門委員  たナ一子享／「、に 高崎英邦   日本大学生産工学部土木工学科数授   

専門委員  Lユし仁．こ 二∫〒けき 橋本博之   慶応義塾大学大学院法務研究科教授   

氏   名   現  職   

†．ち厳し、せいL．ヰ  

主査   落合誠一   中央大学法科大学院教授   

副主査  千つ．′◆ ノ1子‖L 達見直人   日本労働組合総連合会副事務局長   

副主査  Jl爪 りんたケニ 吉野源太郎   社団法人日本経済研究センター客員研究員   

副主査  †つJ：㌔＼そりこ 渡邁志理子   弁護士   

専門委員  1才一ニまさ・ハL 原正紀   ジョブカフェサポートセンター代表  

【公共サービス改革小委員会 施設一研修等分村会】  

氏   名   現  職   

主査  ．トりト／トニ 小幡純子   上智大学大学院法学研究科教授   

副主査    口 寺由・≠代乃   アートコーポレーション株式会社代表取締役社長   

専門委員  二t：1L壬1 内山融   東京大学大学院総合文化研究科准教授   

専門委員  下宮亘二∫あ亨 岡本義朗   
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社  
政策研究事業本部主席研究員   

専門委員  モ′小丁：ノけ号【プ三′ 黒川行治   慶應義塾大学商学部教授  



資料1  

厚生労働省 所管 指定統計調 査一 覧  

全  
名  称  目  的   周期  調査対象数  調査員数   予算嶺   利用例   

抽  
備考   

我が国の人口動態事象を把握  約349百万  合計特殊出生率・平均寿命の  
人口動態調査  し、人口及び厚生労働行政施策  月   全  約321万人  算定、推計人口の算定、死因分  

の基礎資料を得る。  く約200百万）    析、疾病・自殺対策  

約a万3千  

全国調査  常用労働者の賃金、労働時間  事業所   景気動向指数の資料、失業給  
及び雇用の毎月の変動を明ら  月   抽  約1β00人   付籠の改訂、労災保険の休業  

毎月勤労統計調査  地方調査  
かにする。  約4万3千  約1．062百万  

事業所  （約1，011百万）  

全国調査及び地方調査を補完  
最低賃金の決定、小規模事業  

特別調査   する。   抽  約2万5千 事業所  約2．200人  所で働く労働者のための諸施  
策の基礎資料  

医薬品、医薬部外品及び医療  
全  約4，100  

医薬品等の市場規模の動向調  

薬事工業生産動態統計調査  機器に関する生産等の実態を  月  
事集所   

明らかにする。  
約1了0人  約57百万 （約44百万）   査、品目ごとの生産・出荷の推 移の算定  

月   
約1万9千  

動態  全国の医療施設の分布及び診  
約6百万  

施設  （約2百万）  地域保健医療計画の策定、医  
医療施設調査  療機能を把握し、医療行政の基  全  療保険制度の見直し、医療安  

礎資料を得る。  3年  約17万  全対策の総合的推進  
（直近17年）  施設  （約29百万）   

医療施設を利用する患者の傷  約1万4千  疾病対策、地域保健医療計画  
患者調査  病状況等を把握し、医療行政の 基礎資料を得る 約145百万 （約73百万）   の策定、医療保険制度の見直  

。  約340万人  
し．  

最低賃金の決定、労災保険絵  

貸金構造基本統計調査  抽  約7万8千 事業所  

約164万人   免の算定  

大規模年   約左6万世帯  約8，000人   約608百万  

する施策の企画及び立案に必  抽  
（約532百万）  、、 正、生活保護制度、少子化への対  

国民生活基礎調査  
要な基礎資料を得る。  応、医療保険制度、健康増進・疾  

3年に2回  

また、各種世帯調査の親棟木 機能を持つ 病対策、雇用対策への対応  
。   

注予算額の（）書は、地方公共国体への委託費である。   



資料2  

調 査 の 流 れ 図  

調 査 対 象（世帯、事業所）  

①毎月勤労統計調査（常用雇用者30人以上）  

② 毎月勤労統計調査（常用雇用者5～29人）  

③毎月勤労統計調査（特別調査、常用雇用者1～4人）  

④ 医療施設調査（動態）  

⑤人口動態調査  

⑥ 医療施設調査（静態）、患者調査  

⑦ 国民生活基礎調査  

⑧薬事工業生産動態統計調査（製造所）  

⑨薬事工業生産動態統計調査（憩造販売事務所）  
⑩賃金構造基本統計調査  

（参考）  

オンライン提出可  

FD等による提出可能   



資料2－2  

地方公共団体が実施している実査の流れ  

【都道府県、保健所経由で実施している場合】  

保 健 所  都 道 府 県  厚生労働省  

○実査準備  

・県内調査説明会の出席  
・調査対象名簿の確誰・更新   

・調査の広報   

○実査   

・調査の依頼、調査票等の配布  

■回収・督促   

・調査票等の審査・提出  

・疑義照会対応  

○調査票の記入   

○調査票の蜂出   

○実査準備  
・国の調査説明会の出席  

・県内調査説明会の開催  
・許認可台帳の管理  

・調査対象名簿の作成・配布  

・関係団体等への事前協力依頼  

・調査の広報   

○実査  

・調査票等の審査・提出   

・疑義照会対応  

○調査企画   
・調査票設計、標本設計  

・経費措置（予算要求）  

・規則改正、事務処理基準等作成   

○実査準備   
▼調査関係書類の作成・  

印刷■発送  
・調査説明会の開催  

・関係団体等への事前協力依締   
・調査の広報   

○実査   

・疑義照会対応   

○審査・集計・公表  

A  



資料3  

厚生統計委託費職員について  

平成18年度  

都道府県   指定都市   合  計   

保健統計委託費職員   各2～4人  37人   291人  

約15億円   

社会福祉統計委託費織員 ’  各1人  47人   各1人  15人  



資料4  

指定統計調査業務に係る人員（18．4，1現在）  

統計調査名   定員   担当課室名   

人 口 動 態 調 査   40  統計情報部人口動態■保健統計課   

者  調  査   5  統計情報部保 健 統 計 室   

医 療 施 設 調 査   5  統計情報部保 健 統 計 量   

国 民 生 活 基 礎 調 査   12  統計情報部国民生活基礎調査室   

毎月勤労統計統計調査   15  続計情報部雇 用 統 計 課   

賃金構造基本統計調査   8  統計情報部賃金福祉統計課   

薬事工業生産動態統計調査   3  医 政 局経  済  課   

合計   88  



資料5  

指定続計調査の業務内容と実施機関  

生業葦区分  l業務内容   l調査方法  l混、オ  F  臥凱オ   l 明  i 嗣、オ  i 耽  l職、郵  】職、郵  l調、聯  ■ 覗 き 調 一  

3年  3年に2回  

約1万4干  
規模   約321万人  約3万3干 事業所  約4万3千 事業所  約2万5干 事莱所  約4tOO事業所  約1万9千施設  約17万施設   施設 約340万人  約7万8干 事業所 約164万人  約26万世帯  約5万世帯   

調査企画  調査票設計、棟木設計・抽出  固   国  国   国   国   国   国   回   国   国  

経費措置（予算要求）  匡l   国  回   国   国   国   国   国   匡l   国   

美空整備  調査関係書輝の作成  国   国  国   固   国   国   国   国   匡l   国  

調査関係書類の印刷・発送  民   民  民   民   民   民   民   民   民   民  

調査説明会の開催  国、地   地  地   国   国、地   国、地  国、地  国、地  国、地  

調査区の設定、調査世帯名簿等の作成  調  調  調   調  

調査の広報  昏、地   国、地  国、地   国、地   国、地   国、地  国、地  国、労  国、地  国、地  

訊査の依頼・調査票の配布  地   地、調  調   調、国   国   地   地   労、調   調   調  

地   調   調糞票の回収・督促  地、調  調、国   回   地   地   労、調   調   調  

調査宗の審査■提出  地   地、調  調   嗣、国   地   地   地   労、調   調   調  

調査に関する疑義対応  国、地   国、地、調  国、地、調  国、軋瀾   国   国、地  国、他  国、労、調  軋地、調  回十地、調   

受付審査  受付審査仕様の作成、業者への指示・監督、納品物の検収  国  国   国   国  匡l   国  

調査票の受付審査  民   囲   地   国   囲   民   民   民   国   民   民   

データ入力  入力仕様の作成、業者への指示・監督、納品物の検収  囲   圧  国   国   国   厘   園   国   国   国  

データ入力  民  民   地  民   民   民   民   民   民   民   民   

符号付け  符号付け仕様の作成、業者への指示・監督、納品物の検収  

国  国  符号付け  

チェック  チェック・修正仕様の作成、業者への指示・監督、納品物の検  国   匡l   匡l  匡l  国  

チェック・修正  国   国   国、地   民   民   民   匡l   園   セ   匡l   国、民  

国   国   国、地  国、地   国   国   匡l   固   国  疑轟照会  

国  集計   結果表仕様の作成、薫香への指示・監督、納品物の検収  国  

結果表作成  国  国  地   国   民   国   国   国   セ   国   国   

公表   報道公表  国   国   国、地   国   国   国   ′ 国   国   国   匡l   国  

報告書仕様の作成業者への指示・監督、納品物の検収  国   国   国、地   国   国   囲   国   国   国   匡l   国  

報告竜の印刷・発送  民   民   民   民   民   民   民   罠   民  民   罠  

注1）調査方法については、毒乱調査最、軌郵送、唯：聴員、オ‥オンライン  
2）実施機関については、国個の本省職員、地：地方公共団体、調：調査員、民＝民間委託・労：労働局・労働基準監督署、セ：統計センター  



資料6  

厚生労働省所管の指定統計調査の民間開放に関する取組状況等について  

要望 主体名   株式会社三井物産戦略研究所   

要 望 事 項   指定統計謝査に関する事務について官民競争入札等を実施   

統計牲に基づき実施される指定統計調査について、調査対象への調  

査票の配布、回収、調査結果データの集計、製表等の全ての業務につ  

いて、情報通信技術を活用しつつ民間事業者がこれを一帯して行うこ  

とができるようにすることにより、統計調査の迅速な実施及び結果の  

具体的要望内容  集計、統計調査員確保に係る課題の解決、国民の調査への協力の確保、  

報告者負担の軽減等のこれまで議論されてきた統計調査に係る課題の  

解決につなげることができるとともに、社会経済の変化に対応した統  

計の作成に寄与することができる。併せて、統計の利用者にとっても  

迅速な結果の公表によりサービスの質の向上につなげることができ  

る。   

調査対象への調査票の配布、回収、調査結果データの集計、製表等  

制度・業務の現状     の業務については、統計の正確性・信頼性の確保、報告者の秘密の保  

護、業務の効率性等の観点から、各指定統計調査の特性に応じて外部  

資源の活用をしながら実施している。   

指定統計調査の市場化テスト・民間開放については、現在、総務省  

が平成18年度に試験調査等を実施し、調査の実施にかかわる業務を  

措 置－の概 要  民間委託することに関して、どのような弊害が生じ得るのか、どのよ   

（対応策）   うな防止措置を講じればよいかについて検討し結論を得ることとされ  

ている。当省の指定統計調査については、この結果等を活用しながら  

検討してまいりたい。   

各指定統計調査の特性を跨まえ、法定受託事務として地方公共団体  

その他（外部資源     に業務の一部を委託するとともに、データ入力、内容検査等の業務を   

の活用状況も含む）  民間委託しており、今後も積極的に民間委託を推進することとしてい  

る   

①   




